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11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8月の税務と労務

8 2022（令和4年）

国の借金　国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」
は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、
年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口（約1億2,273
万人）を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日

暑
中
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舞
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TEL. 0 9 5 7（ 4 7 ）6 1 5 2
FAX. 0 9 5 7（ 4 7 ）6 1 5 3

ワンポイント

12 2022（令和4年）

医療費集計フォーム

水仙

日

土

月
火
水
木
金

4

10

5
6
7
8
9

18

24

19
20
21
22
23

・
・

日

土

月
火
水
木
金

・

3

・
・
・
1
2

11

17

12
13
14
15
16

25

31

26
27
28
29
30

・
・
・
・
・

12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／ 給与所得者の年末調整
 今年最後の給与を支払う時
国　税／ 給与所得者の基礎控除申告

書兼配偶者控除等申告書兼
所得金額調整控除申告書・保
険料控除申告書・住宅借入金
等特別控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月12日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の
消費税等の中間申告（年3
回の場合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

　国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにある、医療費をエクセ
ルなどの表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマット。医
療費の領収書が多い場合でも、画面の案内に従って金額等を入力
することで医療費控除の明細書がスムーズに作成でき、作成後は
e-Tax又は印刷して提出することができます。

編 集 発 行

TOUGH SHOP 広島
代理店 株式会社ハンズ
〒730-0051
広島市中区大手町3丁目7－2
TEL. 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 1
FAX． 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 2
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負
債
」
の
関
係
を
起
源
と
し
て
い
る

（
信
用
貨
幣
論
）
と
説
明
し
ま
す
。

信
用
貨
幣
論
は
、以
下
の
通
り
で
す
。

　
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
ヤ
ッ
プ
島
（
人

口
千
人
未
満
）
に
は
、
各
家
族
の
家

の
前
に
と
て
も
大
き
く
て
持
ち
運
べ

な
い
程
の
石（
フ
ェ
イ
）が
立
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
フ
ェ
イ
に
ナ
マ
コ
３
匹

と
か
ヤ
シ
３
個
と
か
、
お
互
い
に
も

ら
っ
た
も
の
、
あ
げ
た
も
の
を
刻
ん

で
い
た
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
お
金
と
い
う
便
利
な
ツ

ー
ル
が
最
初
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く

記
帳
（
記
録
）
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
１
年
間
の
決
済
を
す
る
と
き

記
帳
（
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
）
に
よ

り
債
権
・
債
務
を
精
算
す
る
と
い
う

こ
と
が
生
じ
て
い
た
の
で
す
。
フ
ェ

イ
に
は
、
記
録
さ
れ
た
も
の
が
や
が

て
積
み
上
が
る
と
、
そ
れ
を
持
っ
て

い
た
人
や
家
が
他
人
か
ら
信
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

貨
幣
は
も
と
も
と
記
帳
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
説
で
す
。

　
さ
ら
に
話
を
進
め
る
と
、
ヤ
ッ
プ

島
の
フ
ェ
イ
の
記
帳
の
仕
組
み
は
、

「
現
在
の
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
は
じ
め

と
し
た
仮
想
通
貨
の
元
と
な
っ
て
い

る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
な
い
か
」

と
説
明
す
る
経
済
研
究
者
も
い
ま

　「
昔
は
、
人
々
は
物
々
交
換
で
モ

ノ
を
取
引
し
た
。
自
分
に
必
要
な
モ

ノ
は
自
分
で
全
部
作
れ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
何
か
必
要
な
モ
ノ
が
あ

る
と
き
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
誰
か

の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
自
分
が
作
る
モ

ノ
と
交
換
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
大
変
な
時
間
と

労
力
を
必
要
と
し
た
。

　
や
が
て
人
々
は
、
あ
る
価
値
の
モ

ノ
を
選
ん
で
そ
れ
を「
交
換
の
手
段
」

と
し
た
。
例
え
ば
、
金
と
か
銀
と
か

の
貴
金
属
で
す
。
金
と
か
銀
は
そ
れ

自
体
に
価
値
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

耐
久
性
が
あ
り
、
ま
た
、
持
ち
運
び

に
便
利
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
お
カ

ネ
が
生
ま
れ
た
。」

　
し
か
し
、
こ
の
物
々
交
換
の
不
便

を
解
消
す
る
た
め
に
貨
幣
が
生
ま
れ

た
（
商
品
貨
幣
論
）
と
い
う
説
は
、

説
明
に
無
理
が
あ
る
と
い
う
の
が
今

日
の
見
解
で
す
。
そ
し
て
今
日
で
は
、

貨
幣
は
物
々
交
換
や
市
場
の
取
引
に

お
け
る
取
引
で
は
な
く
、「
信
用
/

　
あ
な
た
は「
貨
幣（
お
金
）と
は
何

か
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
ど
う
答
え
ま

す
か
？

　「
何
を
す
る
に
も
必
要
な
も
の
」、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
」、「
可
能
性

を
高
め
る
も
の
」
等
々
、
い
ろ
い
ろ

な
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。

　
貨
幣
に
関
す
る
定
義
は
、
各
人
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
学
で
は
、「
貨
幣
論
」
と
し

て
他
の
学
問
の
領
域
と
の
関
係
で
研

究
・
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
貨
幣
論
と
ま
で
は
い
き

ま
せ
ん
が
、
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
　
貨
幣
の
起
源

　〝
貨
幣
が
で
き
る
前
は
物
々
交
換

を
し
て
い
た
〞
と
教
わ
っ
た
人
は
多

い
で
し
ょ
う
。
で
は
、
物
々
交
換
と

は
ど
の
よ
う
な
形
で
行
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
？

　
そ
の
説
明
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
も
の
で
し
た
。

す
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
簡
単
に
言

い
ま
す
と
、
分
散
台
帳
シ
ス
テ
ム
と

言
っ
て
、
暗
号
化
さ
れ
た
取
引
が

各
々
の
持
つ
台
帳
に
記
録
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
こ
の
台
帳

を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

仕
組
み
に
よ
っ
て
台
帳
を
一
つ
改
ざ

ん
し
て
も
他
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
嘘
が
つ
け
な
い
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
分

か
り
難
い
で
す
が
、
10
分
毎
に
１
千

人
以
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
プ
ロ

グ
ラ
マ
ー
が
上
書
き
し
て
い
く
作
業

を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

２
　
貨
幣
の
発
展
・
拡
大

⑴
　
現
在
の
お
金

　
現
在
の
日
本
で
流
通
し
て
い
る
お

金
は
日
本
銀
行
（
日
本
国
の
中
央
銀

行
）
が
発
行
し
て
い
る
も
の
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
銀
行
が
発
券

し
て
い
る
か
ら
お
金
で
あ
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
貨
幣
は
権
威
や
権

力
が
結
び
付
い
て
い
る
の
で
お
金
と

し
て
通
用
す
る
の
で
す
（
日
銀
券
が

貨
幣
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
は
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
る
）。

　
で
は
、
日
銀
券
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
お
金
と
し
て
出
回
る
の
か
、
と

貨
幣
（
お
金
）
と
は
何
か
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０
・
５
％
（
２
０
０
円
の
買
い
物
に

１
円
の
付
与
）、
ポ
イ
ン
ト
適
用
率

60
％
。
し
た
が
っ
て
、
２
９
４
億
円

の
信
用
創
造
（
換
言
し
ま
す
と
お
金

の
創
造
）
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
企
業
が
信
用
の
土

台
と
な
っ
た
お
金
の
発
行
を
意
味
し

ま
す
。

　
前
述
の
仮
想
通
貨
は
、
各
利
用
者

間
の
取
引
を
記
録
す
る
と
い
う
技
術

土
台
の
上
に
成
り
立
つ
通
貨
と
見
て

良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

⑶
　
最
後
に

　
経
済
学
で
は
、
m
o
n
e
y
は
普

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。日
銀
は
、「
銀

行
に
と
っ
て
の
銀
行
」
で
あ
り
、
全

国
の
金
融
機
関
は
日
銀
に
当
座
預
金

口
座
を
持
っ
て
い
ま
す
。
金
融
機
関

が
こ
の
口
座
か
ら
お
金
を
引
き
出
す

と
き
、
日
銀
か
ら
日
銀
券
を
受
取
り

ま
す
。
こ
の
と
き
日
本
銀
行
券
が
発

行
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
日
本
銀

行
券
が
日
銀
の
中
に
あ
る
段
階
で
は

単
な
る
〝
紙
〞
で
あ
り
、
日
銀
の
外

に
出
た
途
端
に
日
銀
券
が
〝
お
金
〞

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し

て
全
国
の
金
融
機
関
に
発
行
さ
れ
た

日
銀
券
を
、
企
業
や
個
人
が
金
融
機

関
か
ら
引
き
出
す
こ
と
で
世
の
中
に

お
金
が
出
回
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
今
ま
で
の
説
明
を
ま
と

め
て
み
ま
す
。

　
お
金
に
は
信
用
の
土
台
が
あ
る
。

そ
し
て
、
土
台
が
土
台
の
外
に
出
し

た
も
の
（
お
金
）
を
み
ん
な
が
認
知

し
て
信
用
し
て
い
る
（
お
金
は
汎
用

度
と
信
用
度
を
持
つ
）。
こ
の
お
金

は
、
内
部
に
価
値
を
持
ち
な
が
ら
流

通
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
現
在
の

お
金
は
国
家
が
土
台
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
な
お
、
先
ほ
ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ

ー
ン
は
、
代
替
通
貨
と
し
て
新
た
に

現
れ
て
き
ま
し
た
が
、
国
家
の
通
貨

と
異
な
り
無
国
籍
通
貨
で
す
。
そ
の

発
行
に
限
度
が
な
く
、
本
質
に
於
い

て
何
ら
財
と
し
て
の
価
値
や
信
用
の

前
提
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
、
こ

れ
ま
で
の
貨
幣
と
は
性
質
が
違
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
流
動
性
の
高
い
代
替

通
貨
と
見
な
す
人
が
現
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

⑵
　
貨
幣
の
現
状
と
変
化

　
貨
幣
の
価
値
を
決
定
付
け
る
の

は
、「
信
用
と
汎
用
」
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
信

用
の
土
台
に
は
国
家
で
あ
る
こ
と
も
。

し
か
し
、
信
用
の
土
台
は
、
今
後
も

変
化
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
一
つ
は
、
国
家
と
同
レ
ベ
ル
で
扱

わ
れ
て
き
て
い
る
大
企
業
の
動
き
が

あ
り
ま
す
。

　
別
表
は
、
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が

ま
と
め
た
も
の
で
す
。
家
電
量
販
店

や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
、
携
帯
電

話
な
ど
、
国
内
11
業
界
の
主
要
企
業

が
１
年
間
に
発
行
す
る
ポ
イ
ン
ト
・

マ
イ
レ
ー
ジ
の
最
小
発
行
額
で
す
が
、

金
額
に
し
て
１
・
４
兆
円
と
し
て
い

ま
す
。

　
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
大
手
３
社
の
年
間
売
り
上
げ
は

９
兆
８
千
億
円
。
ポ
イ
ン
ト
還
元
率

通
「
貨
幣
」
と
訳
し
ま
す
。
や
や
、

砕
け
た
表
現
と
し
て
「
お
金
」
と
訳

し
て
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
術
的
な
議
論
を
す
る
場
合
に
は
、

「
貨
幣
」と
訳
す
の
が
一
般
的
で
す
。

　
た
だ
、「
m
a
k
e 

m
o
n
e
y
」

は
、〝
お
金
を
稼
ぐ
〞が
し
っ
く
り
き

ま
す
。
同
じ
単
語
に
は
同
じ
訳
語
と

こ
だ
わ
る
な
ら
ば〝
貨
幣
を
獲
得
す

る
〞と
い
っ
た
表
し
方
で
し
ょ
う
。

　
つ
ま
り
、
文
脈
に
応
じ
て「
貨
幣
」

と
「
お
金
」
を
使
い
分
け
る
こ
と
は

一
長
一
短
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

別表
国内11業界別ポイント、マイレージ年間最少発行額

〈2020年度〉

業　界
ポイント付与　
基本指標・数値

年間　
発行額
（億円）指標 数値

キャッシュレス決済
（業界全体） 決済取引高（億円）869,586 4,348

家電量販店
（主要9社） 売上総計（億円） 48,771 2,467

携帯電話（主要3社）売上総計（億円） 123,835 1,100

航空会社（主要2社）有償旅客マイル（億人・マイル） 160,853 121

ガソリン（主要3社）売上総計（億円） 144,479 410

総合スーパー
（主要5社） 売上総計（億円） 101,236 429

コンビエンスストア
（主要3社） 売上総計（億円） 98,042 294

ネット通販
（主要4社） 売上総計（億円） 76,583 684

百貨店（主要6社） 売上総計（億円） 29,630 142

ドラッグストア
（主要8社） 売上総計（億円） 49,894 364

外食産業（主要6社）売上総計（億円） 11,150 40

合計 10,399

（出典：野村総合研究所）
※　ポイント適用率・還元率、対前年度増減については省略。
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一
　
年
末
調
整
の
流
れ

　
年
末
調
整
と
は
、
毎
月
の
給
与
や

賞
与
（
以
下
「
給
与
等
」）
を
支
払
う

際
に
徴
収
し
た
源
泉
徴
収
税
額
と
、

そ
の
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
た
人

が
納
め
る
べ
き
税
額
と
を
比
較
し

て
、
過
不
足
額
を
精
算
す
る
手
続
き

で
す
。
１
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い

る
人
や
、
年
の
途
中
で
就
職
し
年
末

ま
で
勤
務
し
て
い
る
人
な
ど
が
、
年

末
調
整
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
人
の
う
ち
、
１
年
間

の
給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万

円
を
超
え
る
人
や
、
２
か
所
以
上
か

ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人

で
他
社
に
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申

告
書
を
提
出
し
て
い
る
人
な
ど
は
、

年
末
調
整
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

二
　
令
和
４
年
分
の
ポ
イ
ン
ト

　
社
会
保
険
料
控
除
や
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る

場
合
、
国
民
年
金
の
保
険
料
と
国
民

年
金
基
金
の
掛
金
以
外
の
保
険
料
や

掛
金
で
、
本
人
が
直
接
支
払
っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
険
料
な
ど

を
支
払
っ
た
こ
と
の
証
明
書
類
を
保

険
料
控
除
申
告
書
に
添
付
し
て
提
出

ま
た
は
提
示
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
、
保
険
料
控
除
申
告
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
デ
ー
タ

で
勤
務
先
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、

書
面
に
よ
る
証
明
書
類
の
提
出
ま
た

は
提
示
に
代
え
て
、
一
定
の
電
子
デ

ー
タ
に
よ
る
提
供
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
保
険
料
控
除
申
告
書
に
添

付
な
ど
を
す
る
証
明
書
類
の
範
囲
に
、

証
明
書
類
の
発
行
者
か
ら
提
供
を
受

け
た
電
子
デ
ー
タ
を
、
一
定
の
方
法

に
よ
り
印
刷
し
た
電
磁
的
記
録
印
刷

書
面
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
電

磁
的
記
録
印
刷
書
面
は
、
電
子
証
明

書
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
と
、

そ
の
内
容
が
記
録
さ
れ
た
二
次
元
コ

ー
ド
が
付
い
た
書
面
を
い
い
ま
す
。

三
　
年
末
調
整
の
誤
り
や
す
い
点

　
１
年
間
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

８
５
０
万
円
を
超
え
る
人
で
、
特
別

障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
や
、
年
齢

23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
・
特
別
障
害

者
で
あ
る
同
一
生
計
配
偶
者
・
特
別

障
害
者
で
あ
る
扶
養
親
族
の
い
ず
れ

か
を
有
す
る
場
合
に
は
、
所
得
金
額

調
整
控
除
の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
、
同
じ
世
帯
に
所
得
者
が
２
人

以
上
と
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
、
扶

養
控
除
の
適
用
に
つ
い
て
は
そ
の
扶

養
親
族
は
所
得
者
の
う
ち
の
い
ず
れ

か
１
人
の
扶
養
親
族
に
の
み
該
当
す

る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

方
、
所
得
金
額
調
整
控
除
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
１
人
の
扶
養

親
族
に
の
み
該
当
す
る
も
の
と
み
な

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
す
べ
て
の

所
得
者
に
つ
い
て
扶
養
親
族
を
有
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
夫
婦
共
働
き
で
ど

ち
ら
も
給
与
等
の
収
入
金
額
が

８
５
０
万
円
を
超
え
る
よ
う
な
場
合

で
、
年
齢
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
が

１
人
い
る
と
き
は
、
そ
の
夫
婦
は
両

者
と
も
所
得
金
額
調
整
控
除
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四
　
年
末
調
整
の
電
子
化

　
今
ま
で
の
年
末
調
整
は
、
保
険
会

社
な
ど
が
発
行
す
る
証
明
書
な
ど
を

基
に
従
業
員
が
各
種
申
告
書
を
記
入

し
て
会
社
に
提
出
し
、
会
社
が
そ
の

内
容
を
確
認
し
て
計
算
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
会
社
は
、
年
末
調

整
の
計
算
が
終
わ
っ
た
後
、
源
泉
徴

収
票
や
給
与
支
払
報
告
書
を
、
税
務

署
や
市
区
町
村
に
郵
送
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
従
来
の
年
末
調
整

年末調整の流れ

①　給与・社会保険料・徴収税額の集計
⬇

②　給与所得控除後の給与等の金額の計算
⬇

③　課税給与所得金額の計算
⬇

④　年調年税額の計算
⬇

⑤　過不足額の精算
　・過納額の還付　・不足額の徴収

⑴　扶養控除等（異動）申告書
⑵　基礎控除申告書※

⑶　配偶者控除等申告書※

⑷　所得金額調整控除申告書※

⑸　保険料控除申告書
⑹ 　（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除申告書
※⑵～⑷は 1枚の用紙です

令和４年分
年末調整の
ポイント　
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は
、
従
業
員
と
会
社
担
当
者
に
と
っ

て
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
近
年
、
国
税
庁
は
税
務
行

政
の
D
X
化
を
進
め
て
お
り
、
そ
の

取
り
組
み
の
ひ
と
つ
に
「
年
末
調
整

の
デ
ジ
タ
ル
化
」
が
あ
り
ま
す
。
年

末
調
整
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
と
、

保
険
会
社
な
ど
が
発
行
す
る
証
明
書

の
デ
ー
タ
を
従
業
員
が
国
税
庁
の
年

調
ソ
フ
ト
等
に
取
り
込
ん
で
、
本
人

情
報
な
ど
を
入
力
し
た
後
の
各
種
申

告
書
デ
ー
タ
を
会
社
に
送
信
し
、
会

社
は
受
け
取
っ
た
デ
ー
タ
を
給
与
計

算
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
む
こ

と
で
、
年
末
調
整
の
計
算
が
終
わ
り

ま
す
。
税
務
署
等
へ
の
提
出
も
郵
送

で
は
な
く
デ
ー
タ
で
行
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
証
明
書
の
収
集
や

紙
に
よ
る
各
種
申
告
書
の
配
布
・
回

収
、
申
告
書
の
記
載
内
容
の
確
認
や

控
除
額
の
検
算
な
ど
の
作
業
が
、
ほ

と
ん
ど
不
要
に
な
り
、
従
業
員
や
会

社
担
当
者
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

五
　
電
子
化
の
ポ
イ
ン
ト

　
年
末
調
整
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
た

め
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
に
、
証
明
書

類
な
ど
の
デ
ー
タ
の
受
け
取
り
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
証
明
書
類
を
デ
ー
タ
で
受

け
取
る
た
め
に
は
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
」
に
よ
り
取
得
し
た
デ
ー

タ
か
、
保
険
会
社
な
ど
の
「
お
客
様

ペ
ー
ジ
」
な
ど
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
取
得
し
た
デ
ー
タ
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
証
明
書
を
ス
キ
ャ
ン

し
た
デ
ー
タ
や
、
エ
ク
セ
ル
な
ど
に

証
明
書
の
内
容
を
入
力
し
た
デ
ー
タ

は
、
要
件
を
満
た
し
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
デ
ー
タ
を
受
け
取
る
際
に

は
、
①
勤
務
先
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

経
由
の
メ
ー
ル
な
ど
で
送
信
、
②

U
S
B
メ
モ
リ
な
ど
に
保
存
し
て
勤

務
先
に
提
供
、
③
勤
務
先
と
従
業
員

の
み
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
領
域
に
申

告
書
デ
ー
タ
を
保
存
、
④
社
内

L
A
N
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
メ
ー
ル
な

ど
で
送
信
、
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を

定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う

ち
①
と
②
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
に

電
子
署
名
を
付
す
か
、
パ
ス
ワ
ー
ド

を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
従
業
員
が
申
告
書
情
報

に
電
子
署
名
を
行
う
か
、
勤
務
先
か

ら
通
知
さ
れ
た
識
別
符
号
を
付
し
て

勤
務
先
に
送
信
す
る
と
い
っ
た
、
提

出
す
る
人
の
氏
名
を
デ
ー
タ
で
明
ら

か
に
す
る
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　所得控除の種類と年末調整の可否
所得控除 可否 控除額

社会保険料控除 〇 支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額
小規模企業共済等掛金控除 〇 掛金の合計額

生命保険料控除 〇

①　一　　般：旧契約は最高 5万円、新契約は最高 4万円　⎫
②　個人年金：旧契約は最高 5万円、新契約は最高 4万円　︸合計で最高 12万円
③　介護医療：最高 4万円 ⎭
　※旧契約とは平成 23年 12月 31日以前に締結した保険契約等。
　※ ①と②について、旧契約と新契約の両方がある場合の控除額は、最高 4万円で
すが、旧契約分のみで計算した場合の控除額の方が大きい場合は、旧契約分のみ
で適用（最高 5万円）を受けることもできます。

地震保険料控除 〇
地　　　震：最高 5万円
旧長期損害：最高 1万 5千円
合計で最高 5万円

寡婦控除 〇 27万円
ひとり親控除 〇 35万円
勤労学生控除 〇 27万円

障害者控除 〇
障害者 1人につき 27万円
特別障害者 1人につき 40万円
同居特別障害者の場合は 75万円

配偶者控除 〇 一般の控除対象配偶者：最高 38万円
老人控除対象配偶者　：最高 48万円

配偶者特別控除 〇 最高 38万円

扶養控除 〇

⑴　一般の控除対象扶養親族 38万円
　　（H19.1.1 以前生まれで、下記⑵、⑶に該当しない人）
⑵　特定扶養親族 63万円
　　（H12.1.2 ～ H16.1.1 生まれ）
⑶　老人扶養親族 同居老親等以外：48万円
　（S28.1.1 以前生まれ） 同居老親等　　：58万円

基礎控除 〇 最高 48万円
雑損控除 ×
医療費控除 ×
寄附金控除 × 泫　ふるさと納税の場合、ワンストップ特例制度　有
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令
和
４
年
10
月
１
日
に
改
正
職
業

安
定
法
が
施
行
さ
れ
、
主
に
次
の
３

点
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
は
、

求
職
者
が
安
心
し
て
求
職
活
動
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
と
、

マ
ッ
チ
ン
グ
機
能
の
質
の
向
上
を
目

的
と
す
る
も
の
で
す
。

・
　
求
人
等
に
関
す
る
情
報
の
的
確

な
表
示
の
義
務
化

・
　
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る

ル
ー
ル
の
整
備

・
　
求
人
メ
デ
ィ
ア
等
に
関
す
る
届

出
制
の
創
設

　
今
回
は
主
に
一
般
の
事
業
主
が
募

集
や
採
用
を
す
る
と
き
に
留
意
し
て

お
き
た
い
点
を
取
り
上
げ
ま
す
。

泫
　
職
業
紹
介
事
業
者
や
募
集
情
報

等
提
供
事
業
者
（
求
人
メ
デ
ィ
ア

等
）
に
つ
い
て
は
、
今
回
触
れ
る

も
の
の
他
に
も
改
正
事
項
や
留

意
点
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
て
最
新
情
報

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一

　求
人
を
行
う
企
業
の
ル
ー
ル

㈠

　求
人
等
に
関
す
る
情
報
の
的
確

な
表
示
の
義
務
化

　
求
人
企
業
に
対
し
て
、
求
人
情
報

や
自
社
に
関
す
る
情
報
の
的
確
な
表

示
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、「
虚
偽
の
表
示
・

誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
は
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
」、「
求
人
情
報
を
正

確
・
最
新
の
内
容
に
保
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
」
に
気
を
つ
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①

　対
象
と
な
る
手
段

　
　
新
聞
・
雑
誌
・
そ
の
他
の
刊
行

物
に
掲
載
す
る
広
告
、
文
書
の
掲

出
・
頒
布
、
書
面
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
電
子
メ
ー
ル
・

ア
プ
リ
等
、
放
送
（
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
等
）、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
放
送

等
②

　正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ

義
務

　
　
以
下
の
措
置
を
講
じ
る
な
ど
、

求
人
情
報
を
正
確
・
最
新
の
内
容

に
保
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

a
　
募
集
を
終
了
・
内
容
変
更

し
た
ら
、
速
や
か
に
求
人
情
報

の
提
供
を
終
了
・
内
容
を
変
更

す
る
。

例
　
自
社
の
採
用
サ
イ
ト
等
を

速
や
か
に
更
新
す
る
。

b
　
求
人
メ
デ
ィ
ア
等
の
募
集
情

報
等
提
供
事
業
者
を
活
用
し
て

い
る
場
合
は
、
募
集
の
終
了
や

内
容
変
更
を
反
映
す
る
よ
う
速

や
か
に
依
頼
す
る
。

c
　
い
つ
の
時
点
の
求
人
情
報

か
明
ら
か
に
す
る
。

例
　
募
集
を
開
始
し
た
時
点
、

内
容
を
変
更
し
た
時
点
等

d
　
求
人
メ
デ
ィ
ア
等
の
募
集
情

報
等
提
供
事
業
者
か
ら
、
求
人

情
報
の
訂
正
・
変
更
を
依
頼
さ

れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
対

応
す
る
。

　
　
な
お
、
今
回
の
改
正
前
か
ら
、

労
働
条
件
の
明
示
は
求
職
者
等
と

最
初
に
接
触
す
る
時
点
ま
で
に
、

労
働
条
件
に
関
す
る
す
べ
て
の
事

項
を
明
示
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
取
り
扱
い
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
求
人
広
告
等

の
媒
体
に
は
紙
面
等
の
都
合
で
一

部
の
み
の
掲
載
（
未
掲
載
の
も
の

は
別
途
明
示
）
と
な
っ
て
い
た
場

合
は
、
最
初
に
求
職
者
等
と
接
触

す
る
時
点
ま
で
に
す
べ
て
の
事
項

を
明
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③

　自
社
に
関
す
る
情
報

　
　
自
社
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
表
示
を
し
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

a
　
上
場
企
業
で
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
上
場
企
業
で
あ
る
と

表
示
す
る
。

b
　
実
際
の
業
種
と
異
な
る
業

種
を
記
載
す
る
。

④

　虚
偽
の
表
示
の
禁
止

　
　
以
下
の
よ
う
な
時
は
、
虚
偽
の

表
示
に
当
た
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

a
　
実
際
に
募
集
を
行
う
企
業

と
別
の
企
業
の
名
前
で
求
人
を

掲
載
す
る
。

b
　「
正
社
員
」
と
謳
い
な
が
ら
、

実
際
に
は「
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー

ト
」の
求
人
だ
っ
た
。

c
　
実
際
の
賃
金
よ
り
も
高
額

な
賃
金
の
求
人
を
掲
載
す
る
。

⑤

　誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
を
し

な
い
た
め
の
注
意
点

　
　
虚
偽
の
表
示
で
は
な
く
と
も
、

一
般
的
・
客
観
的
に
誤
解
を
生
じ

さ
せ
る
よ
う
な
表
示
は
、「
誤
解

を
生
じ
さ
せ
る
表
示
」
に
該
当
し

職業安定法改正
募集・　
採用時の
留意点



7─12月号

ま
す
。

　
　
ま
た
、
求
人
情
報
の
提
供
の
段

階
で
も
、
労
働
条
件
と
し
て
明
示

す
べ
き
項
目
を
で
き
る
限
り
含
め

た
形
で
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
も
の
で
す
。

　
　
適
切
な
例
（
○
）
と
不
適
切
な

例（
×
）を
用
い
て
説
明
し
ま
す
。

a
　
業
務
内
容

　
　
職
種
や
業
種
に
つ
い
て
、
実

際
の
業
務
の
内
容
と
著
し
く
乖

離
す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

×
　
営
業
職
中
心
の
業
務
を
「
事

務
職
」と
表
示
す
る

×
　
契
約
社
員
の
募
集
を
「
試
用

期
間
中
は
契
約
社
員
」
な
ど
、

正
社
員
の
募
集
で
あ
る
か
の
よ

う
に
表
示
す
る

×
　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
（
委
託
）
の

募
集
と
雇
用
契
約
の
募
集
を
混

同
す
る

b
　
賃
金

　
　
固
定
残
業
代
を
採
用
す
る

際
、
基
礎
と
な
る
労
働
時
間
数

等
を
明
示
せ
ず
、
基
本
給
に
含

め
て
表
示
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

×
　【
月
給
】32
万
円

○
　【
基
本
給
】
25
万
円
、【
固
定

残
業
代
】７
万
円
。

※
　
時
間
外
労
働
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
15
時
間
分
支
給
。

15
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
分
に
つ
い
て
の
割
増
賃
金

は
追
加
で
支
給
し
ま
す
。

　
　
ま
た
、
モ
デ
ル
収
入
例
を
、

必
ず
支
払
わ
れ
る
基
本
給
の
よ

う
に
表
示
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

×
　【
給
与
】
４
０
０
万
円
〜
【
モ

デ
ル
給
与
】１
０
０
０
万
円
〜

　
　（
社
内
で
特
に
給
与
が
高
い

労
働
者
の
給
与
を
全
て
の
労
働

者
の
給
与
で
あ
る
か
の
よ
う
に

例
示
）

○
　【
給
与
】
４
０
０
万
円
〜

６
０
０
万
円

○
　【
給
与
】
４
０
０
万
円
〜

６
０
０
万
円
、【
モ
デ
ル
給
与
】

５
５
５
万
円

　
　（
同
職
種
社
員
の
給
与
の
平

均
を
例
示
）

c
　
募
集
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
優
れ
た
実
績
を
持
つ
グ
ル
ー

プ
会
社
の
情
報
を
大
き
く
記
載

す
る
等
、
求
人
企
業
と
グ
ル
ー

プ
企
業
が
混
同
さ
れ
る
よ
う
な

表
示
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

×
　
A
社
の
グ
ル
ー
プ
会
社
B
社

の
求
人
を
、「
A
社
は
高
度
な

I
T
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
ス
キ
ル
を

持
っ
た
方
を
必
要
と
し
て
い
ま

す
。」と
表
示

㈡

　個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る

ル
ー
ル

　
求
職
者
の
個
人
情
報
を
収
集
す
る

際
に
は
、
業
務
の
目
的
を
明
ら
か
に

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら

も
適
切
な
例
（
○
）
と
不
適
切
な
例

（
×
）を
用
い
て
説
明
し
ま
す
。

①

　業
務
の
目
的
の
明
示

　
　
求
職
者
の
個
人
情
報
を
収
集
す

る
際
に
は
、
求
職
者
等
が
一
般
的

か
つ
合
理
的
に
想
定
で
き
る
程
度

に
具
体
的
に
、
個
人
情
報
を
収

集
・
使
用
・
保
管
す
る
業
務
の
目

的
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

×
　
グ
ル
ー
プ
企
業
の
採
用
の
選

考
に
も
使
用
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
自
社
の
採
用
選
考
の

た
め
に
使
用
し
ま
す
」と
表
示
。

○
　「
当
社
の
募
集
ポ
ス
ト
に
関

す
る
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
配
信

す
る
た
め
に
使
用
し
ま
す
」
と

表
示
。

○
　「
面
接
の
日
程
に
関
す
る
連

絡
に
使
用
し
ま
す
」と
表
示
。

②

　業
務
の
目
的
の
達
成
に
必
要
な

範
囲
内

　
　
労
働
者
の
募
集
の
た
め
に
必
要

な
範
囲
で
求
職
者
の
個
人
情
報
を

収
集
・
使
用
・
保
管
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

×
　
求
人
と
関
係
の
な
い
サ
ー
ビ

ス
に
入
会
さ
せ
る
た
め
に
使
用

す
る
。

×
　
他
社
の
採
用
選
考
の
た
め
に

使
用
す
る
。

○
　
選
考
過
程
の
分
析
の
た
め
に

個
人
情
報
を
匿
名
化
・
統
計
処

理
す
る
。

○
　
面
接
の
日
程
に
関
す
る
連
絡

に
使
用
す
る
。

二

　募
集
情
報
等
提
供
事
業
の
運
営

ル
ー
ル

　
従
来
の
求
人
メ
デ
ィ
ア
・
求
人
情

報
誌
だ
け
で
な
く
、例
え
ば
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
公
開
情
報
等
か
ら
収
集

し
た
求
人
情
報
・
求
職
者
情
報
を
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者
な

ど
も
職
業
安
定
法
の
「
募
集
情
報
等

提
供
事
業
者
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
一

定
の
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
対

す
る
届
出
・
報
告
の
制
度
も
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
苦
情
に
対
す
る
適
切
・
迅

速
な
対
応
義
務
や
、
利
用
者
の
選
択

の
た
め
事
業
情
報
公
開（
努
力
義
務
）

の
ル
ー
ル
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。



12 月号─8

　上場企業の株式は、市場を通じて日常的
に売買されています。これをもう少し掘り
下げて見ますと、企業は価値を日々創造し
ていることから、創造した価値に見合った
株価が株式の売買により形成されていると
言えるでしょう。
　さて、本質的な企業価値がマーケットの
中の動き（①の線）であるならば、市場に
任せておけば安心なのでしょうが、株価が
時に異常な動き（②の線）をすることがあ
ります。それは、ファンド（投資家という
より投資グループ）が資金を投入するとき
に起きます。特にハゲタカファンドの「マ
ネー」が動くときです。
　ハゲタカファンドとその他のステークホ
ルダー（経営者、従業員、取引先、顧客）
との違いは、一言で言えば「その企業につ
いて考える時間軸の長さ」です。
　その他のステークホルダーは、マネー以

外の視点で長期にその企業と関わりますが、
ファンドはマネーを軸に活動します。投入
する資金の増殖を動機として動く、つまり、
転売可能性に最も近い株価を軸に考え、そ
の対象企業の価値の本質を考察する事はあ
りません。
　マネーの増加が低減すれば他の企業に投
資していくことが効率的であり、このよう
に表面をついばんでいくことからハゲタカ
と呼ばれます。企業の価値創造を見ますと、
しきい値を超えると急速に価値を増加させ
ていき、その後、勢いは徐々に緩やかになっ
ていきます（③の線）。

ハゲタカファンド

　コンビニ店は、人々の日常生活の不便さ
を解決することを意識して運営をしていま
す。
　その一つが、一般客へのトイレ利用の提
供です（ただし、全店舗にまではいきわたっ
てはいませんが…）。
　ほとんどの人は、何気なく利用している
と思いますが、マーケティングアナリスト
の渡辺広明氏による試算（下表参照）によ
ると、利用1回当たりの経費は約30円～
40円位であろうと見ています。コンビニ
店では、粗利益率30％位ですから、利用
者が200円位の買い物をしてくれれば十
分に採算は合うということになります。

損して得を取る
　フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
の
た
め
の
新
し

い
組
織
と
し
て
、
任
意
団
体
「
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
ユ
ニ
オ
ン
協
会
」
が
今
年

5
月
に
発
足
し
ま
し
た
。
組
織
の
対

象
者
は
料
理
配
達
員
と
い
っ
た
総
じ

て
労
働
者
性
の
強
い
人
々
等
で
す
。

　政
府
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
化
を
推

進
し
始
め
た
の
は
2
0
1
6
年
の

こ
と
で
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
こ
そ
、

今
日
的
な
働
き
方
だ
と
。
こ
の
こ
と

は
渡
り
職
人
的
就
労
形
態
の
方
向
に

向
か
う
事
を
進
め
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
伴
う
権
利

保
護
の
低
下
、
労
働
に
見
合
う
賃
金

額
へ
の
反
映
等
の
問
題
が
多
発
し
て

い
ま
す
。

　元
々
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
フ
リ
ー

は
自
由
、
ラ
ン
ス
は
槍
を
意
味
し
ま

す
。
自
由
な
槍
と
は
、
傭
兵
が
気
に

食
わ
な
い
主
に
仕
え
続
け
る
必
要
は

な
い
、
戦
場
を
渡
り
歩
く
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
は
、
本
当
に
自
由
な
槍

か
否
か
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

日
本
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

コンビニのトイレ経費
水道代 1回 約 3円
トイレットペーパー 1回 約 1.2 円
トイレ用洗剤 1回 約 10円
電気代 1日 約 9円
人件費（掃除1回 10分、1日 6回）1日 1,000 円
※首都圏住宅立地店舗、1日約 40人が利用と計算

①他のステークホルダー
　（長期間で関わる）

しきい値
時間

③企業価値

ハゲタカファンド
（短期間のみ関わる）②

株
価

発行


